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は じ め に

　現在の子どもたちは，生産年齢人口の減少，グローバル化の進展や，絶え間ない技術革新等，

特に，人工知能・AI などの飛躍的な進化の中で，自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，自

ら判断して行動し，よりよい社会や人生を切り拓いていく力が求められる。

　学校での学びを通じ，子どもたちが「生きる力」を育むために，学習指導要領が改訂され，

2020（令和 2）年度より小学校から順に実施され，小学校中学年から「外国語教育」を導入，小

学校における「プログラミング教育」を必修化するなど社会の変化を見据えた新たな学びへと進

化する。

　学習指導要領は 10 年に一度，社会の変容に合わせて改訂されている。新学習指導要領の改訂

スケジュールは，小学校は，2018（平成 30）年から先行実施され，2020（令和 2）年度から全面

実施される。中学校は，2018（平成 30）年から先行実施され，2021（令和 3）年度から全面実施

される。高等学校は，2019（平成 31）年から先行実施され，2022（令和 4）年度から年次進行に

より実施されるものとしている。

　新しい学習指導要領では，教育課程全体や各教科などの学びを通じて「何ができるようになる

のか」という観点から，「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力，人

間性など」の 3 つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくことを目指し

ている。

　そのような資質・能力を育むために，新たな学習指導要領では，言語能力の育成，外国語教

育，プログラミング教育，理数教育の充実，道徳教育，伝統や文化に関する教育，主権者教育，

消費者教育がある。

　さらに，学び方においては，「主体的な学び」の視点，「対話的な学び」の視点，「深い学び」

の視点の 3 つの視点が挙げられている。

小・中・高等学校家庭科における
衣生活領域の検討
―学習指導要領から―

近　藤　清　華
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　今回の改訂において，家庭科の内容構成は，「小・中・高等学校の内容の系統性の明確化」「空

間軸と時間軸の視点からの小・中・高等学校における学習対象の明確化」「学習過程を踏まえた

育成する資質・能力の明確化」の 3 点から整理し，今後の社会を担う子どもたちに，グローバル

化，少子高齢社会の進展，持続可能な社会の構築等の現代的な諸課題を適切に解決できる能力を

育成できるよう指導内容を充実・改善している。

　新学習指導要領に示された今回の改訂のポイントを整理すると，家庭科においては，少子高齢

社会等の社会の変化や持続可能な社会の構築等に対応し，家族・家庭生活，幼児，高齢者，食

育，日本の生活文化，金銭管理，消費生活や環境に配慮した生活等に関する内容や学習活動を充

実させ，家族・家庭，衣食住，消費や環境等について理解を図り，技能を身につけ，生活の中か

ら問題を見いだして課題を設定し解決する力，生活を工夫し創造しようとする態度を育成するこ

と。さらに，生活や社会で利用されている技術についての基礎的な理解を図り，技術を身に付

け，生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し解決する力，適切かつ誠実

に技術を工夫し創造しようとする態度等を育成することとしている。

　そこで，本研究では，家庭科の内容の一つである衣生活領域について，現行学習指導要領及び

新学習指導要領に示されている小・中・高等学校の内容を整理し，衣生活教育の在り方について

検討するとともに，家庭科の中での衣生活教育の位置づけについても考察することを目的とす

る。

Ⅰ．家庭科改訂の趣旨（新学習指導要領から整理）

1．具体的な改善事項 （小学校・中学校・高等学校）

〇資質・能力を育成する学びの過程

〇小・中・高等学校の内容の系統性の明確化

〇空間軸と時間軸という二つの視点からの学校段階に応じた学習対象の明確化

〇学習過程を踏まえた改善

〇生活の科学的な理解を深め，生活の自立に向けて主体的に活用できる技能の習得を図るため

に，実践的・体験的な学習活動を重視し，問題解決的な学習を一層の充実

2．小学校 家庭科における内容の改善

〇「家族・家庭生活」，「衣食住の生活」，「消費生活と環境」に関する三つの内容構成

〇人とよりよく関わる力を育成するための学習活動の充実

〇食事の役割や栄養・調理に関する学習活動の充実（食育の一層の充実）
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〇消費生活や環境に配慮した生活の仕方に関する内容の充実のための実践的な学習活動の充実

〇日本の生活文化の大切さに気付く学習活動の充実

〇学習した知識・技能を実生活で活用の指導項目の設定

3．中学校 技術・家庭科 家庭分野における内容の改善

〇「家族・家庭生活」，「衣食住の生活」，「消費生活・環境」に関する三つの内容構成（小学校

同様）

〇人とよりよく関わる力を育成するための学習活動の充実

　（家庭の機能の理解，家族や地域の人々との協働，幼児触れ合い体験，高齢者との交流等）

〇中学生の栄養と献立，調理や食文化などに関する学習活動の充実（食育の一層の推進）

〇ライフスタイルの確立の基礎となる内容の充実（金銭管理，消費生活や環境）

〇実践的な学習活動を一層の充実（他の内容との関連を図る）

〇日本の生活文化を継承する学習活動の充実（主として衣食住の生活）

〇家庭や地域社会と連携を図った「生活の課題と実践」に関する内容の充実 

4．高等学校 家庭科

〇少子高齢化等の社会の変化や持続可能社会の構築

〇食育の推進等に対応

〇男女が協力して主体的に家庭を築いていくことや親の役割と子育て支援等の理解

〇高齢者の理解

〇生涯の生活を設計するための意思決定

〇消費生活や環境に配慮したライフスタイルを確立するための意思決定

〇健康な食生活の実践

〇日本の生活文化の継承・創造等に関する学習活動の充実

〇主体的に取り組む問題解決的な学習一層の充実

「家庭総合」

〇乳児との触れ合いや子供とのコミュニケーションの充実

〇高齢者の生活支援技術の充実

〇グローバル化に対応した日本の生活文化等に関する内容の充実

〇衣食住の生活を創造するための実践力を身に付けるための学習活動の充実

「家庭基礎」

〇子供を生み育てることや子供と関わる力を身に付けるなどの乳児期に関する内容の充実
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〇高齢者の生活支援技術の基礎に関する内容の充実

〇衣食住の生活や生活における経済の計画等などの実践力の定着を図るための学習活動の充実

Ⅱ．「衣生活」領域の改訂内容

　上記の家庭科改訂の趣旨から，衣生活領域に関するものとして，生活文化や，科学的理解，生

活の自立，実生活と結びつけること，問題解決的な学習が挙げられる。これらのことを踏まえ

て，各学校段階における衣生活領域の内容を見ていく。

1．小学校家庭科における「衣生活」領域

⑴　指導内容

　衣生活に関する内容は，B 衣食住の生活「⑷衣服の着用と手入れ」，「⑸生活を豊かにするため

の布を用いた製作」の 2 項目で構成されている。ここでは，課題をもって，健康・快適・安全で

豊かな衣生活に向けて考え，工夫する活動を通して，衣服の着用と手入れ，生活を豊かにするた

めの布を用いた製作に関する知識及び技能を身に付け，衣生活の課題を解決する力を養い，衣生

活をよりよくしようと工夫する実践的な態度を育成することをねらいとしている。

　小学校「家庭科」の衣生活に関する内容について，新学習指導要領と，現行学習指導要領に記

載されている内容を表 1 に示す。新学習指導要領と現行学習指導要領を比較すると，衣服の働

き，日常着の快適な着方，洗濯やボタン付けを主とした手入れの理解についての内容は変わって

いない。新学習指導要領では，これらの内容を理解し，技能を習得したのち，考え，工夫するこ

とを強調している。製作に関しては，小学校と中学校の内容の系統性を図り，これまでの「生活

に役立つ物の製作」を中学校と同様の「生活を豊かにするための布を用いた製作」としている。

小学校においては，生活の中にある布を用いた物に関心をもち，布の特徴を生かして生活を豊か

にするための物を考えて製作できるようにするとともに，生活を楽しもうとする態度の育成につ

なげることを意図している。製作に関する材料や手順，製作計画及び，安全性については同様の

内容であるが，新学習指導要領では，製作過程を考え，工夫することを強調している。

　今回の改訂において，生活文化の視点や，実生活での指導項目の設定，消費生活や環境を配慮

することが重視され，製作に関しては，指定題材はないが，手縫いやミシン縫いを用いた飾り縫

いをしたり，はぎれやボタンなどを用いて作品を飾るなど，児童の生活状況を見ながら，製作物

を決め，各内容との関連を図りながら授業を構成することが求められている。

　以上より，学ぶ内容に大きな変化はないが，基礎・基本の理解を十分にし，学ぶ過程を明確に

していることが分かる。
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⑵　各内容との関連

　内容の指導にあたっては，「⑷衣服の着用と手入れ」については，「B 衣食住の生活」の「⑹快

適な住まい方」，「A 家族・家庭生活」の「⑵家庭生活と仕事」及び「C 消費生活・環境」の 

「⑵環境に配慮した生活」などと関連を図って扱うよう配慮する。「⑸生活を豊かにするための布

を用いた製作」については「A 家族・家庭生活」，「B 衣食住の生活」，「C 消費生活・環境」の内

容と関連させて扱うよう配慮する。衣服の主な働きの学習では，「A 家族・家庭生活」「⑴自分

の成長と家族・家庭生活」の「ア．自分の成長の自覚，家庭生活と家族の大切さ，家族との協

力」で触れた健康・快適・安全などの視点と関連させて，衣服の着用，手入れの大切さに気付か

せるようにしている。さらに，季節に合わせた着方などにおいて，衣生活文化の大切さに気付く

ことができるようにしている1）。とあり，各内容との関連を細かく示している。

2．中学校家庭科における「衣生活」領域

⑴　指導内容

　新学習指導要領では，「衣生活」に関する内容は，「B 衣食住の生活」の「（4）衣服の選択と手

表 1　小学校家庭科「衣生活」の学習指導要領の比較

新学習指導要領 現行学習指導要領

平成 29 年告示 平成 20 年告示

B　衣食住の生活 

⑷　衣服の着用と手入れ 
ア　次のような知識及び技能を身に付けること。

ア　衣服の主な働きが分かり，季節や状況に応
じた日常着の快適な着方について理解するこ
と。 

イ　日常着の手入れが必要であることや，ボタ
ンの付け方及び洗濯の仕方を理解し，適切に
できること。 

イ　日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え，
工夫すること。 

⑸　生活を豊かにするための布を用いた製作
ア　次のような知識及び技能を身に付けること。

ア　製作に必要な材料や手順が分かり，製作計
画について理解すること。 

イ　手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫
い方及び用具の安全な取扱いについて理解
し，適切にできること。 

イ　生活を豊かにするために布を用いた物の製作
計画を考え，製作を工夫すること。

C　快適な衣服と住まい 

⑴　衣服の着用と手入れについて，次の事項を指導
する。 
ア　衣服の働きが分かり，衣服に関心をもって日

常着の快適な着方を工夫できること。

イ　日常着の手入れが必要であることが分かり，
ボタン付けや洗濯ができること。 

⑶　生活に役立つ物の製作について，次の事項を指
導する。
ア　布を用いて製作する物を考え，形などを工夫

し，製作計画を立てること。
イ　手縫いや，ミシンを用いた直線縫いにより目

的に応じた縫い方を考えて製作し，活用できる
こと。 

ウ　製作に必要な用具の安全な取扱いができるこ
と。



84

入れ」，「⑸生活を豊かにするための布を用いた製作」の 2 項目で構成されており，小学校と中学

校の内容の系統性を図り，小・中学校ともに「生活を豊かにするための布を用いた製作」を扱

い，製作における基礎的・基本的な知識及び技能を習得するとともに，生活を豊かにしようとす

る態度の育成につなげることを意図している。

　中学校「家庭科」の衣生活に関する内容について，新学習指導要領と現行学習指導要領に記載

せれている内容を表 2 に示す。新学習指導要領と現行学習指導要領を比較すると，衣服と社会生

活の関わり，目的に応じた着用や個性を生かす着装，衣服の計画的な活用，日常着の手入れの理

解等，内容に大きな変化はない。新学習指導要領では，理解すること，できること，工夫するこ

とが明確に示されるようになった。また，布を用いた物の製作から，生活を豊かにするための布

を用いた製作という表現に変更しており，さらに，製作するものに適した材料や縫い方の違い，

用具を安全に取り扱い，製作が適切にできること。というように，具体的な内容が加えられた。

また，持続可能な社会を構築していくことを重視する観点から，資源や環境に配慮することを製

作に関する内容に加えている。

　以上のように，概ね学ぶ内容に大きな変化はないが，理解すること，実践すること，工夫する

こと等，学ぶ過程を明確に示し，資源・環境という観点を加えたことが分かる。

表 2　中学校家庭科「衣生活」の学習指導要領の比較

新学習指導要領 現行学習指導要領

平成 29 年告示 平成 20 年告示

B　衣食住の生活
⑷　衣服の選択と手入れ

ア　次のような知識及び技能を身に付けること。
ア　衣服と社会生活との関わりが分かり，目的

に応じた着用，個性を生かす着用及び衣服の
適切な選択について理解すること。

イ　衣服の計画的な活用の必要性，衣服の材料
や状態に応じた日常着の手入れについて理解
し，適切にできること。

イ　衣服の選択，材料や状態に応じた日常着の手
入れの仕方を考え，工夫すること。

⑸　生活を豊かにするための布を用いた製作

ア　製作する物に適した材料や縫い方について理
解し，用具を安全に取り扱い，製作が適切にで
きること。

イ　資源や環境に配慮し，生活を豊かにするため
に布を用いた物の製作計画を考え，製作を工夫
すること。

C 衣生活・住生活と自立 
⑴　衣服の選択と手入れについて，次の事項を指導

する。 
ア　衣服と社会生活とのかかわりを理解し，目的

に応じた着用や個性を生かす着用を工夫できる
こと。 

イ　衣服の計画的な活用の必要性を理解し，適切
な選択ができること。 

ウ　衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れが
できること。 

⑶　衣生活，住生活などの生活の工夫について，次
の事項を指導する。
ア　布を用いた物の製作を通して，生活を豊かに

するための工夫ができること。
イ　衣服又は住まいに関心をもち，課題をもって

衣生活又は住生活について工夫し，計画を立て
て実践できること。
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⑵　各内容との関連

　内容の指導に当たっては，小学校家庭科で学習した内容「B 衣食住の生活」の「⑷衣服の着用

と手入れ」，「⑸生活を豊かにするための布を用いた製作」に 関する基礎的・基本的な知識及び

技能などを基盤にして，適切な題材を設定し，相互に関連を図り，総合的に展開できるよう配慮

する。イ）の衣服の計画的な活用においても，衣服の選択や購入，手入れを取り上げ，購入から

廃棄までを見通し，資源や環境に配慮することの大切さに気付かせるようにしている。 さらに，

衣服の機能については，社会生活を営む上での機能を中心に扱い，日本の伝統的な衣服である和

服について触れることとしている。

　また，衣服の機能を取り上げる際には，「A 家族・家庭生活」の⑴の家族・家庭の基本的な機

能と関連させ，健康・快適・安全，生活文化の継承などの視点から考えることが大切であること

に気付くようにする。さらに，道徳科など他教科等の学習と関連を図るために，指導の時期等に

ついても配慮する2）。としている。

　今回の改訂では，小・中・高等学校の内容の系統性を明確にし，各内容接続が見えるように，

小・中学校においては，従前の ABCD の四つの内容を「A 家族・家庭生活」「B 衣食住の生活」

「C 消費生活・環境」の三つの内容とした。ABC のそれぞれの内容は「生活の営みに係る見方・

考え方」に示した主な視点が共通している。

3．高等学校家庭科における「衣生活」領域

⑴　指導内容

　高等学校家庭科は，必修科目および専門科目からなる。必修科目は「家庭基礎」2 単位，「家

庭総合」4 単位であり，科目・単位数に変更はないが，現行の「生活デザイン」4 単位が削除さ

れた。

　本研究における衣生活領域では，必修科目である「家庭総合」「家庭基礎」から考察する。高

等学校「家庭科」の衣生活に関する内容について，新学習指導要領と，現行学習指導要領に記載

せれている内容を「家庭総合」表 3，「家庭基礎」表 4 に示す。

　家庭総合において，「⑷生活の科学と環境」としていた内容から，「B 衣食住の生活の科学と文

化」というように，環境から文化に文言が変更された。これは，小・中学校の「B 衣食住の生

活」の系統性を明確にしたものである。着装，被服材料，被服構成，被服製作，被服管理等，習

得すべき知識・技能の大きな変化はないが，衣生活を取り巻く課題，日本と異文化，ライフス

テージの特徴や課題という視点を新たに加えている。

　家庭基礎においては，「⑵生活の自立及び消費と環境」としていた内容から，「B 衣食住の生活

の自立と設計」とうように，消費と環境から設計という文言に変わった。自立という視点からの
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衣生活の学びから，ライフステージや目的に応じた被服の機能と着装という視点を加え，必要な

情報収集や整理することも追記された。

表 3　高等学校　家庭総合における「衣生活」の学習指導要領比較

新学習指導要領 現行学習指導要領

平成 30 年告示 平成 21 年告示

B　衣食住の生活の科学と文化
⑵　衣生活の科学と文化

ア　次のような知識及び技能を身に付けること。
ア　衣生活を取り巻く課題，日本と世界の衣文

化など，被服と人との関わりについて理解を
深めること。

イ　ライフステージの特徴や課題に着目し，身
体特性と被服の機能及び着装について理解す
るとともに，健康と安全，環境に配慮した自
己と家族の衣生活の計画・管理に必要な情報
の収集・整理ができること。

ウ　被服材料，被服構成，被服製作，被服衛生
及び被服管理について科学的に理解し，衣生
活の自立に必要な技能を身に付けること。

イ　主体的に衣生活を営むことができるよう目的
や個性に応じた健康で快適，機能的な着装や日
本の衣文化の継承・創造について考察し，工夫
すること。

⑷　生活の科学と環境
イ　衣生活の科学と文化 着装，被服材料，被服

の構成，被服製作，被服管理などについて科学
的に理解させ，衣生 活の文化に関心をもたせ
るとともに，必要な知識と技術を習得して安全
と環境に配慮し，主 5 体的に衣生活を営むこと
ができるようにする。
ア　人の一生と被服
イ　衣生活の自立と管理 
ウ　 衣生活の文化と製作 
エ　衣生活と環境

表 4　高等学校　家庭基礎における「衣生活」の学習指導要領比較

新学習指導要領 現行学習指導要領

平成 30 年告示 平成 21 年告示

B　衣食住の生活の自立と設計
⑵　衣生活と健康

ア　次のような知識及び技能を身に付けること。
ア　ライフステージや目的に応じた被服の機能

と着装について理解し，健康で快適な衣生活
に必要な情報の収集・整理ができること。

イ　被服材料，被服構成及び被服衛生について
理解し，被服の計画・管理に必要な技能を身
に付けること。

イ　被服の機能性や快適性について考察し，安全
で健康や環境に配慮した被服の管理や目的に応
じた着装を工夫すること。

⑵　生活の自立及び消費と環境
イ　被服管理と着装 被服管理に必要な被服材料，

被服構成などの基礎的・基本的な知識と技術を
習得させ，目的に応じて着装を工夫し，健康で
快適な衣生活を営むことができるようにする。
ア　被服の機能と着装
イ　被服の管理と計画
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⑵　内容構成

　新学習指導要領「家庭総合」では，「⑵衣生活の科学と文化」の 1 項目で構成されている。衣

生活の科学と文化について，被服と人との関わりを踏まえながら，各ライフステージの衣生活の

特徴について理解し，生涯を見通した衣生活の管理ができるようにする。また，実験・実習を通

して，被服材料，被服構成，被服製作，被服衛生及び被服管理などについて科学的に理解できる

ようにするとともに，目的に応じた被服の機能と着装について理解を深め，健康で快適な衣生活

を主体的に営むことができるようにする。さらに，日本と世界の衣文化に関心をもち，伝統文化

に蓄積された知恵や経験を現代の衣生活に生かすことができるようにすることをねらいとしてい

る3）。

　新学習指導要領「家庭基礎」では，「⑵衣生活と健康」の 1 項目で構成されている。被服の機

能と着装及び安全，環境に配慮した被服の計画・管理など衣生活に関わる基礎的・基本的な知識

と技能を身に付け，生涯を通して健康で快適な衣生活を営むことができるようにすることをねら

いとしている4）。

Ⅲ．新学習指導要領における「衣生活」領域の小・中・高等学校の内容

　衣生活領域では，大きく「衣服の機能と着装」，「被服材料」，「被服管理」，「被服製作」の 4 領

域からなる。小・中・高等学校の学習指導要領から，この 4 領域について整理する（表 5）。

1．被服の機能と着装

　小学校では，衣服の主な働きの理解として，暑さ・寒さを防いだり，身体から身を守るための

保健衛生上の働き，運動や作業などの活動をしやすくするために生活活動上の働きを理解し，季

節や状況に応じた日常着の快適な着方の理解，野外活動などを通した状況に応じた日常着の快適

な着方の理解をする。さらに，日本の伝統的な衣服である浴衣についても触れることも挙げられ

ている。

　中学校では，小学校で学んだ基本的内容を踏まえることが前提となっており，衣服の主な働き

を衣服と社会生活との関りから深めている。さらに，目的に応じた着用のみならず，個性を生か

す着方や，衣服の適切な選択として既製服を取り上げ，表示の理解が加わる。

　高等学校家庭基礎にいては，ライフステージや目的に応じた機能と着装，目的や場所に合わせ

た社会習慣に基づいた工夫ができることとしている。家庭総合においては，グローバス化に対応

した日本の生活文化等に関する内容を深めることから，世界の異文化，和服の役割と理解，衣服

を取り巻く理解があり，衣生活に関する視野を広く持ちながらも，自己表現や機能を踏まえた着
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。
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装の工夫の理解もある。

　このように，被服の機能と着装においては，小学校では，自分の着ているものの特徴を理解

し，快適な着方を実践でき，さらに，日本の伝統文化である浴衣にも触れることで，児童の関心

を深める。中学校では，小学校で学んだ内容に個性を生かす工夫と，既製服の選択方法を学び，

高等学校では，人の一生という視点からの衣生活を考え目的や場所に応じた実践する力。さらに

は，世界及び日本の伝統衣服の和服についての理解，自己表現のできる着装の工夫ができるよう

になっている。

　現代の衣生活においては，安価な既製服も多くある。取扱い絵表示については 2016 年 12 月よ

り，JIS 規格を世界共通のものを使用することになり変更となったことから，世界状況を見なが

ら，衣服の機能と着装への誓いや実践力を身に付けることが求められている。

2．被服材料

　小学校においては，被服材料としての繊維について深く学ぶことはなく，製作に必要な材料と

して，製作する物の目的や使い方に応じて適した物を選ぶとしている。教材としては扱いやすい

綿やフェルトが考えられる。

　中学校では，衣服材料として身近な綿，毛，ポリエステルを扱うこととしている。

　高等学校では，繊維の種類として天然繊維，化学繊維があり，糸や布の種類と特徴，性能の理

解，適切な衣服材料の選択と取扱い，着心地の理解としている。さらに家庭総合においては，科

学的な理解から被服が身体に及ぼす影響の理解を加えた内容となっている。

　以上より，被服材料に関しては，小学校では，身近な小物づくりの製作と関連させて理解する

こと挙げられるが，中学校，高等学校では，繊維の種類や性能により，身につけるものに対して

の繊維の特徴を理解することが求められている。

3．被服管理

　小学校では，日常日の手入れの必要性を理解し，ボタン付け，手洗いを中心とした洗濯，環境

の視点から洗剤と水の量の理解，畳んで収納することを理解する。

　中学校では，資源や環境への配慮をした衣服計画，状態に応じた日常着の手入れとして洗濯機

の使い方や洗剤の働きと種類の理解，衣服を大切に長持ちさせるためのまつり縫いやほころび直

し，ブラシかけができることとしている。また，洗濯に関する問題として環境の視点から課題解

決学習につなげている。

　高等学校では，衣生活の計画・管理として，被服の入手，洗濯，保管，適切な着用の理解と技

能の習得としており，資源・エネルギー問題や環境保全についての視点を加えて，廃棄方法まで
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の理解を挙げている。洗濯に関しては，湿式洗濯，乾式洗濯の違いの理解，材料や構成に適した

洗濯ができることとしている。

　被服管理に関しては，小学校での手洗いの学びから洗濯機での湿式洗濯，ドライクリーニング

の乾式洗濯への学びにつなげている。また，環境という視点を重視しており，小学校から一貫し

て内容に取り入れられている。衣生活の自立を目指し，既製服の表示の理解から，手入れ，簡単

な補修ができるような学びとなっている。

4．被服製作

　小学校では，製作に関する手順として布や糸の選択，材料の理解，作業内容や製作計画を立て

られることから，必要な用具の安全な使い方を重視している。さらに，基本的な技術としての手

縫い，直線縫いを主としたミシンの使い方を習得し，生活を豊かにするための布を用いた物の製

作につなげている。

　中学校では，小学校で身につけた知識・技能を基に資源，環境に配慮した製作につなげてい

る。例えば，幼児の生活を豊かにするための物を製作したり，環境に配慮した生活を工夫するた

めの物を製作するなど，他の内容と関連させた展開が求められている。

　高等学校「家庭総合」では，身体を覆う衣服を中心として扱うとしており，そこから手仕事の

楽しさを味わうことにつなげており，さらに，環境負荷の少ない被服の在り方にも触れている。

「家庭基礎」では，被服製作についての内容ななく，補修の技術にとどまっている。

　被服製作では，小学校における初めての学びの重要性が分かる。身に付けるものを家庭で製作

していた時代から既製品を購入することが多くなった現代では，基礎・基本となる知識・技術の

習得が学校で求められている。身体を覆うもの製作は高等学校「家庭総合」のみの記載にとど

まっているのが残念ではあるが，環境や日本文化に触れることを加えながら現代社会に適応した

内容に変化していると考えられる。

Ⅵ．まとめ

　家庭科教育における衣生活領域の内容は，今回の学習指導要領改訂の大きな趣旨となっている

環境への配慮が多く取り入れられていた。さらに，小・中・高等学校の連携の明確化もあり，家

庭科を始めて学ぶ小学校の基礎・基本の知識・技能の習得が非常に重要であることが分かる。さ

らに，中学校，高等学校へと積み重ねられるような学びが求められる。

　今回の改訂で示された，「小・中・高等学校の内容の系統性の明確化」は現行で示された小学

校・中学校の系統性の明確化よりも具体的文言も意識した改訂となっている。
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「空間軸と時間軸の視点から小・中・高等学校における学習対象の明確化」において，小学校の

空間軸としての視点は主に自己と家庭であり，時間軸としての視点は現在およびこれまでの生

活。中学校・高等学校の空間軸としての視点は，家庭，地域，社会という空間的な広がりからで

あり，時間軸としての視点はこれまでの生活，現在の生活，これからの生活，生涯を見通した生

活という時間的な広がりである。

　「学習過程を踏まえた改善」としては，生活の中から問題を見いだし，課題を設定し，解決方

法を検討し，計画・実践，評価・改善するという一連の学習過程を重視し，この過程を踏まえ

て，基礎的な知識・技能の習得に係る内容や，それらを活用して思考力・判断力・表現力等の育

成に係る内容について整理することができる等，小・中・高等学校の連携が重要であり，基礎・

基本の習得の積み重ねが求められる。

　グローバル化が進む中，日本の伝統的な衣服である着物や浴衣の平面構成からなるもの，及び

普段着用している立体構成からなる洋服への理解。被服構成のみならず，既製服を多く購入，着

用している中での選択，購入，洗濯を含めた管理能力は，資源・環境を考慮しながら，適切な意

思決定が求められるようになった。

　自分の着るものを自分で製作することは少なくなったが，保健衛生上の働き，生活活動上の働

き等，正しい衣生活を送ることは今後，ますます必要になってくると考えられる。

　小・中・高等学校の家庭科における衣生活に関する学びは，基礎・基本の知識・技術の習得を

し，実生活への工夫から問題解決する力が求められている。これらの力を育成するための家庭科

教師の授業展開，教材開発等についても教員養成の中で考えていかなければならないと感じた。

引用文献
 1）　小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　家庭編，文部科学省，東洋館出版社 p. 49
 2）　中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　技術・家庭編，文部科学省，東洋館出版社 p. 95
 3）　高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　家庭編 , 文部科学省，東洋館出版社 p. 69
 4）　高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　家庭編 , 文部科学省，東洋館出版社 p. 35）

参考文献
（ 1 ） 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　家庭編，平成 29 年，東洋館出版社
（ 2 ） 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　家庭編，平成 29 年，東洋館出版社
（ 3 ） 高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　家庭編，平成 30 年，東洋館出版社
（ 4 ） 小学校学習指導要領解説　家庭編，平成 20 年，東洋館出版社
（ 5 ） 中学校学習指導要領解説　家庭編，平成 20 年，東洋館出版社
（ 6 ） 高等学校学習指導要領解説　家庭編，平成 22 年，東洋館出版社
（ 7 ） 「小・中・高等学校「家庭科」における衣生活教育とその課題―平成 10，11 年告示の学習指導要

領を手掛かりに―」生野晴美，東京学芸大学紀要 6 部門，2000 年，p. 53-62

（提出日　2019 年 9 月 26 日）


